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Ｑ．総会において、理事の選挙を行い、総会終了後、理事当選者に対し、就任方を依

頼したが、就任を辞退した者があり、この場合次点者を繰上げて理事当選者にすべ

きか、又は新たに選挙をしなおすべきか。 

 

Ａ．総会において選挙を行い、当選した理事が就任を辞退したときは定款又は役員選

挙規約等により次点者繰上げの定めのあるとき以外は、定数を欠く員数分の理事に

ついて新たに選挙し、補充すべきであると考える。 


